
請求書の種類

 ①第１号様式 注文書を取りかわす３０万円以上の工事
  30万円以上の工事に関しては事前に見積書をいただき、契約に至った
  場合には第１号様式で請求書していただくことになります。

 ②第２号様式 注文書を取り交わさない３０万円未満の工事
  随意工事や追加工事など契約に至らない請求に関しては第２号様式で
  請求していただくことになります。
  第２号様式には消費税を計上して下さい。

※令和5年10月インボイス制度の開始に伴い、弊社の指定請求書が改定しております。



注文書に記載の発注金額(税込)



3 1 7 3 5 0 0

前回請求書のDにご記入いただいた内容

本契約において、前回までにお支払い済みの金額(相殺分含む)



47 2 5 8 5 0 0 0

  53

100

2 9 1 5 0 0 0

5 5 0 0 0 0 0

4 9 5 0 0 0 0

2 6 2 3 5 0 0

2 3 8 5 0 0

5 5 0 0 0 0

2 3 2 6 5 0 0

前回請求書のDにご記入いただいた内容

本契約において、前回までにお支払い済みの金額(相殺分含む)



5 5 0 0 0 0 01 0 0


